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令和８年６月１９日 
 

 

 

公金取扱手数料の改定について 

 

 

当金庫は、サービスのご提供に係る事務負担を踏まえ、下記のとおり公金取扱手数料

を改定いたします。 

 お客さまにはご負担をお掛けいたしますが、今後も一層のサービス向上に努めて参り

ますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

１．改定内容 

  （消費税込み） 
 

対象手数料 変更前 変更後 

公金取扱手数料（注） ５５０円 ８８０円  

（注）当金庫と収納契約がない税金等で、かつ地方税統一ＱＲコードが付与されて 

   いない納付書による納付の場合にお支払いいただく手数料です。 

 

２．改定日 

  令和８年８月３日（月） 

以 上  

 

 

 

    ご不明な点は、お取引いただいている営業店へお問い合わせください。    


